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第２回定例会会議録 

 

平成２０年 ６月１６日（月） 

開  議  午前１０時００分 

 

〇議長（内堀千恵子君） おはようございます。 

 これより、休会中の本会議を再開いたします。 

 ただいまの出席議員は１３名、全員の出席であります。 

 理事者側でも、全員の出席であります。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりであります。 

 これより委員長報告を求めます。 

 去る６月６日の本会議において、各常任委員会に付託となり、審議・審査願いま

した議案について、日程に従いまして各常任委員長から報告願います。 

 

－－－日程第１ 議案第４７号 御代田町行政手続等における情報通信の 

          技術の利用に関する条例を制定する条例案について－－－ 

－－－日程第２ 議案第４８号 公益法人等への職員の派遣等に関する条例の 

                   一部を改正する条例案について－－－ 

－－－日程第３ 議案第４９号 御代田町福祉医療給付金条例の一部を 

                      改正する条例案について－－－ 

〇議長（内堀千恵子君） 日程第１ 議案第４７号 御代田町行政手続等における情報通

信の技術の利用に関する条例を制定する条例案について、日程第２ 議案第４８号 

公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例案について、日程

第３ 議案第４９号 御代田町福祉医療給付金条例の一部を改正する条例案につ

いて、委員長の報告を求めます。 

 栁澤嘉勝総務福祉文教常任委員長。 

（総務福祉文教常任委員長 栁澤嘉勝君 登壇） 

〇総務福祉文教常任委員長（栁澤嘉勝君） 

平成２０年６月１６日 
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 御代田町議会議長 内堀千恵子様 

総務福祉文教常任委員長 栁澤嘉勝 

 委員会審査報告書 

 議案第４７号 御代田町行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条

例を制定する条例案について 

 議案第４８号 公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条

例案について 

 議案第４９号 御代田町福祉医療給付金条例の一部を改正する条例案について 

 本委員会は、上記議案について審査した結果、原案どおり可決すべきものと決定

しましたから、議会規則第７７条の規定により、報告します。 

〇議長（内堀千恵子君） 以上で、総務福祉文教常任委員長からの報告を終わります。 

 ただいま総務福祉文教常任委員長から報告がありました、議案第４７号から議案

第４９号についてを、一括議題といたします。 

 これより、委員長報告に対する質疑に入ります。 

 質疑のある方は挙手を願います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 質疑なしと認めます。 

 これをもって質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第４７号から議案第４９号については、討論を省略し、直ちに一括して採決

に付したいと思います。 

 これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 異議なしと認め、討論を省略し、一括して採決いたします。 

 委員長報告は、原案可決であります。 

 委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の挙手を求めます。 

（賛成者挙手） 

 挙手、全員であります。 

 よって、議案第４７号 御代田町行政手続等における情報通信の技術の利用に関

する条例を制定する条例案について、議案第４８号 公益法人等への職員の派遣等
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に関する条例の一部を改正する条例案について、議案第４９号 御代田町福祉医療

給付金条例の一部を改正する条例案については、委員長報告のとおり決しました。 

 

－－－日程第４ 議案第５０号 御代田町保育料徴収条例の一部を改正する 

                          条例案について－－－ 

〇議長（内堀千恵子君） 日程第４ 議案第５０号 御代田町保育料徴収条例の一部を改

正する条例案について、委員長の報告を求めます。 

 古越 弘町民建設経済常任委員長。 

（町民建設経済常任委員長 古越 弘君 登壇） 

〇町民建設経済常任委員長（古越 弘君） 

平成２０年６月１６日 

 御代田町議会議長 内堀千恵子様 

町民建設経済常任委員長 古越 弘 

 委員会審査報告書 

 議案第５０号 御代田町保育料徴収条例の一部を改正する条例案について 

 本委員会は、上記議案について審査した結果、原案どおり可決すべきものと決定

しましたから、会議規則第７７条の規定により、報告します。 

〇議長（内堀千恵子君） 以上で、町民建設経済常任委員長からの報告を終わります。 

 ただいま町民建設経済常任委員長から報告がありました、議案第５０号について

を議題といたします。 

 これより、委員長報告に対する質疑に入ります。 

 質疑のある方は挙手を願います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 質疑なしと認めます。 

 これをもって質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第５０号については、討論を省略し、直ちに採決に付したいと思います。 

 これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 異議なしと認め、討論を省略し、採決いたします。 
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 委員長報告は、原案可決であります。 

 委員長報告のとおり決するに、賛成の諸君の挙手を求めます。 

（賛成者挙手） 

 挙手、全員であります。 

 よって、議案第５０号 御代田町保育料徴収条例の一部を改正する条例案につい

ては、委員長報告のとおり決しました。 

 

－－－日程第５ 議案第５１号 御代田町消防団員等公務災害補償条例の 

                   一部を改正する条例案について－－－ 

〇議長（内堀千恵子君） 日程第５ 議案第５１号 御代田町消防団員等公務災害補償条

例の一部を改正する条例案について、委員長の報告を求めます。 

 栁澤嘉勝総務福祉文教常任委員長。 

（総務福祉文教常任委員長 栁澤嘉勝君 登壇） 

〇総務福祉文教常任委員長（栁澤嘉勝君） 

平成２０年６月１６日 

 御代田町議会議長 内堀千恵子様 

総務福祉文教常任委員長 栁澤嘉勝 

 委員会審査報告書 

 議案第５１号 御代田町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例案

について 

 本委員会は、上記議案について審査した結果、原案どおり可決すべきものと決定

しましたから、会議規則第７７条の規定により、報告します。 

〇議長（内堀千恵子君） 以上で、総務福祉文教常任委員長からの報告を終わります。 

 ただいま、総務福祉文教常任委員長から報告がありました議案第５１号について

を議題といたします。 

 これより、委員長報告に対する質疑に入ります。 

 質疑のある方は挙手を願います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 質疑なしと認めます。 

 これをもって質疑を終結いたします。 
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 お諮りいたします。 

 議案第５１号については、討論を省略し、直ちに採決に付したいと思います。 

 これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 異議なしと認め、討論を省略し、採決いたします。 

 委員長報告は、原案可決であります。 

 委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の挙手を求めます。 

（賛成者挙手） 

 挙手、全員であります。 

 よって、議案第５１号 御代田町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する

条例案については、委員長報告のとおり決しました。 

 

－－－日程第６ 議案第５２号 平成２０年度御代田町一般会計補正予算案に 

                              ついて－－－ 

〇議長（内堀千恵子君） 日程第６ 議案第５２号 平成２０年度御代田町一般会計補正

予算案について、委員長の報告を求めます。 

 栁澤嘉勝総務福祉文教常任委員長。 

（総務福祉文教常任委員長 栁澤嘉勝君 登壇） 

〇総務福祉文教常任委員長（栁澤嘉勝君） 

平成２０年６月１６日 

 御代田町議会議長 内堀千恵子様 

総務福祉文教常任委員長 栁澤嘉勝 

 委員会審査報告書 

 議案第５２号 平成２０年度御代田町一般会計補正予算案について 

（総務福祉文教常任委員会付託分） 

 本委員会は、上記議案について審査した結果、原案どおり可決すべきものと決定

しましたから、会議規則第７７条の規定により、報告します。 

〇議長（内堀千恵子君） ただいま、総務福祉文教常任委員長から報告がありましたが、

本案については、町民建設経済常任委員会にも付託してありますので、町民建設経

済常任委員会の中で報告事項がございましたら、委員長から報告願います。 
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（「なし」と呼ぶ者あり） 

 報告事項ないものと認めます。 

 以上で、各常任委員長からの報告を終わります。 

 ただいま、各常任委員長から報告がありました議案第５２号についてを議題とい

たします。 

 これより、委員長報告に対する質疑に入ります。 

 質疑のある方は挙手を願います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 質疑なしと認めます。 

 これをもって質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第５２号は、討論を省略し、直ちに採決に付したいと思います。 

 これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 異議なしと認め、討論を省略し、採決いたします。 

 委員長報告は、原案可決であります。 

 委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の挙手を求めます。 

（賛成者挙手） 

 挙手、全員であります。 

 よって、議案第５２号 平成２０年度御代田町一般会計補正予算案については、

委員長報告のとおり決しました。 

 

－－－日程第７ 議案第５３号 平成２０年度御代田町国民健康保険事業勘定 

                    特別会計補正予算案について－－－ 

－－－日程第８ 議案第５４号 平成２０年度御代田町老人保健医療特別会計 

                        補正予算案について－－－ 

－－－日程第９ 議案第５５号 平成２０年度御代田町介護保険事業勘定 

                    特別会計補正予算案について－－－ 

〇議長（内堀千恵子君） 日程第７ 議案第５３号 平成２０年度御代田町国民健康保険

事業勘定特別会計補正予算案について、日程第８ 議案第５４号 平成２０年度御
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代田町老人保健医療特別会計補正予算案について、日程第９ 議案第５５号 平成

２０年度御代田町介護保険事業勘定特別会計補正予算案について、委員長の報告を

求めます。 

 栁澤嘉勝総務福祉文教常任委員長。 

（総務福祉文教常任委員長 栁澤嘉勝君 登壇） 

〇総務福祉文教常任委員長（栁澤嘉勝君） 

平成２０年６月１６日 

 御代田町議会議長 内堀千恵子様 

総務福祉文教常任委員長 栁澤嘉勝 

 委員会審査報告書 

 議案第５３号 平成２０年度御代田町国民健康保険事業勘定特別会計補正予算

案について 

 議案第５４号 平成２０年度御代田町老人保健医療特別会計補正予算案につい

て 

 議案第５５号 平成２０年度御代田町介護保険事業勘定特別会計補正予算案に

ついて 

 本委員会は、上記議案について審査した結果、原案どおり可決すべきものと決定

しましたから、会議規則第７７条の規定により報告します。 

〇議長（内堀千恵子君） 以上で、総務福祉文教常任委員長からの報告を終わります。 

 ただいま、総務福祉文教常任委員長から報告がありました議案第５３号から議案

第５５号についてを、一括議題といたします。 

 これより、委員長報告に対する質疑に入ります。 

 質疑のある方は挙手を願います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 質疑なしと認めます。 

 これをもって、質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第５３号から議案第５５号については、討論を省略し、直ちに一括して採決

に付したいと思います。 

 これにご異議ございませんか。 
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（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 異議なしと認め、討論を省略し、一括して採決いたします。 

 委員長報告は原案可決であります。 

 委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の挙手を求めます。 

（賛成者挙手） 

 挙手、全員であります。 

 よって、議案第５３号 平成２０年度御代田町国民健康保険事業勘定特別会計補

正予算案について、議案第５４号 平成２０年度御代田町老人保健医療特別会計補

正予算案について、議案第５５号 平成２０年度御代田町介護保険事業勘定特別会

計補正予算案については、委員長報告のとおり決しました。 

 

－－－日程第１０ 議案第５６号 平成２０年度御代田町簡易水道事業特別会計 

                        補正予算案について－－－ 

－－－日程第１１ 議案第５７号 平成２０年度御代田町小沼地区簡易水道事業 

                    特別会計補正予算案について－－－ 

－－－日程第１２ 議案第５８号 平成２０年度御代田町公共下水道事業 

                    特別会計補正予算案について－－－ 

－－－日程第１３ 議案第５９号 平成２０年度御代田町農業集落排水事業 

                    特別会計補正予算案について－－－ 

〇議長（内堀千恵子君） 日程第１０ 議案第５６号 平成２０年度御代田町簡易水道事

業特別会計補正予算案について、日程第１１ 議案第５７号 平成２０年度御代田

町小沼地区簡易水道事業特別会計補正予算案について、日程第１２ 議案第５８号 

平成２０年度御代田町公共下水道事業特別会計補正予算案について、日程第１３ 

議案第５９号 平成２０年度御代田町農業集落排水事業特別会計補正予算案につ

いて、委員長の報告を求めます。 

 古越 弘町民建設経済常任委員長。 

（町民建設経済常任委員長 古越 弘君 登壇） 

〇町民建設経済常任委員長（古越 弘君） 

平成２０年６月１６日 

 御代田町議会議長 内堀千恵子様 
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町民建設経済常任委員長 古越 弘 

 委員会審査報告書 

 議案第５６号 平成２０年度御代田町簡易水道事業特別会計補正予算案につい

て 

 議案第５７号 平成２０年度御代田町小沼地区簡易水道事業特別会計補正予算

案について 

 議案第５８号 平成２０年度御代田町公共下水道事業特別会計補正予算案につ

いて 

 議案第５９号 平成２０年度御代田町農業集落排水事業特別会計補正予算案に

ついて 

 本委員会は、上記議案について審査した結果、原案どおり可決すべきものと決定

しましたから、会議規則第７７条の規定により報告します。 

〇議長（内堀千恵子君） 以上で、町民建設経済常任委員長からの報告を終わります。 

 ただいま、町民建設経済常任委員長から報告がありました議案第５６号から議案

第５９号についてを、一括議題といたします。 

 これより、委員長報告に対する質疑に入ります。 

 質疑のある方は挙手を願います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 質疑なしと認めます。 

 これをもって質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第５６号から議案第５９号については、討論を省略し、直ちに一括して採決

に付したいと思います。 

 これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 異議なしと認め、討論を省略し、採決いたします。 

 委員長報告は、原案可決であります。 

 委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の挙手を求めます。 

（賛成者挙手） 

 挙手、全員であります。 
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 よって、議案第５６号 平成２０年度御代田町簡易水道事業特別会計補正予算案

について、議案第５７号 平成２０年度御代田町小沼地区簡易水道事業特別会計補

正予算案について、議案第５８号 平成２０年度御代田町公共下水道事業特別会計

補正予算案について、議案第５９号 平成２０年度御代田町農業集落排水事業特別

会計補正予算案については、委員長報告のとおり決しました。 

 

－－－日程第１４ 議案第６０号 平成２０年度御代田町後期高齢者医療 

                    特別会計補正予算案について－－－ 

〇議長（内堀千恵子君） 日程第１４ 議案第６０号 平成２０年度御代田町後期高齢者

医療特別会計補正予算案について、委員長の報告を求めます。 

 栁澤嘉勝総務福祉文教常任委員長。 

（総務福祉文教常任委員長 栁澤嘉勝君 登壇） 

〇総務福祉文教常任委員長（栁澤嘉勝君） 

平成２０年６月１６日 

 御代田町議会議長 内堀千恵子様 

総務福祉文教常任委員長 栁澤嘉勝 

 委員会審査報告書 

 議案第６０号 平成２０年度御代田町後期高齢者医療特別会計補正予算案につ

いて 

 本委員会は、上記議案について審査した結果、原案どおり可決すべきものと決定

しましたから、会議規則第７７条の規定により報告します。 

〇議長（内堀千恵子君） 以上で、総務福祉文教常任委員長からの報告を終わります。 

 ただいま総務福祉文教常任委員長から報告がありました議案第６０号について

を議題といたします。 

 これより、委員長報告に対する質疑に入ります。 

 質疑のある方は挙手を願います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 質疑なしと認めます。 

 これをもって質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 
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 議案第６０号については、討論を省略し、直ちに採決に付したいと思います。 

 これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 異議なしと認め、討論を省略し、採決いたします。 

 委員長報告は、原案可決であります。 

 委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の挙手を求めます。 

（賛成者挙手） 

 挙手、全員であります。 

 よって、議案第６０号 平成２０年度御代田町後期高齢者医療特別会計補正予算

案については、委員長報告のとおり決しました。 

 以上をもちまして、本定例会に付議されました案件の審議は、すべて終了いたし

ました。 

 これにて閉会にいたしたいと思います。 

 これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 異議なしと認めます。 

 

－－－町長あいさつ－－－ 

〇議長（内堀千恵子君） 閉会に先立ち、町長よりあいさつを求めます。 

 茂木祐司町長。 

（町長 茂木祐司君 登壇） 

〇町長（茂木祐司君） 平成２０年第２回御代田町議会定例会の閉会にあたりまして、ひ

と言御礼を申し上げます。 

 議員の皆さまには、１１日間にわたり、慎重にご審議をいただきまして、大変ご

苦労さまでした。 

 本議会に提案させていただきましたすべての案件について、ご決定をいただきま

したことに、心より感謝を申し上げます。 

 ご決定いただきました予算に基づく諸事業の執行にあたりましては、誠心誠意、

職員一丸となって進めさせていただきます。 

 平成２０年度の事業の位置づけにつきましては、来年度から始める中学校の新校
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舎建設と町の道路改良など、将来に役立ち、かつ、必要な整備を集中的に進める、

まちづくり交付金事業による大規模な公共事業の実施に向けた準備期間として位

置づけて、進めさせていただいております。この事業が、御代田町の将来にとって

も、町民の皆さまにとっても、大いに役立つものとなるよう、町民の皆さま、議会

の皆さまのご協力をいただきながら、着実に取り組んでいるところでございます。 

 本議会の中で、議員の皆さまからいただきました貴重なご意見やご提案、また、

ご批判に、真摯に耳を傾けて、今後の行政運営に努めてまいりたいと考えておりま

す。今後とも町行政に対するご支援、ご協力をいただきますよう、切にお願いを申

し上げるとともに、議員の皆さまにおかれましては、健康に十分ご留意いただきま

して、いっそうご活躍いただきますよう、ご祈念申し上げまして、あいさつとさせ

ていただきます。 

 大変ありがとうございました。 

 

－－－閉  会－－－ 

〇議長（内堀千恵子君） これにて、平成２０年第２回御代田町議会定例会を閉会といた

します。 

 大変にご苦労さまでございました。 

閉 会 午前１０時２４分 
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